
 

 

 

令 和 ５ 年 ７ 月 

山 口 県 

 令和５年４月１日以降に入札公告する総合評価方式の特別簡易型（土木一式工事、とび・土工・

コンクリート工事、舗装工事）においては、評価項目について入札参加者の「自己採点」等による

加算点及び入札価格をもとに算出した評価値が最も高い者についてのみ、技術提案資料等の審査を

行う『自己採点方式』を試行しているところですが、自己採点できない従来様式で提出されている

状況が見受けられますので、以下のとおり再周知します。 

１ 実施方法 

   「自己採点方式の運用（試行）について」による 

２ 従来方式との違い 

①  入札公告 

 

 

 

 

 

総合評価方式の特別簡易型（土木一式工事、とび・土工・コンクリート

工事、舗装工事）において『自己採点方式』を試行しています 

（中略） 

自己採点方式の場合、 

第２－１ａ号様式（エクセル様式） 

により資料作成 

自己採点方式の試行工事であるこ

とを明示 



② 技術提案資料 

・「技術提案資料提出一覧表（特別簡易型）（第２－１号様式）」に代えて、「技術提案資

料提出一覧表（特別簡易型・自己採点方式）（第２－１ａ号様式）」を用いて作成 

 ※「総合評価（建設工事）提出様式集(2023)4.1以降」にエクセル様式を追加 

   （入札公告時点で最新版の様式集をダウンロードし、使用してください） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 留意事項 

 「技能士等の活用」において技能士等を指定していない場合、あるいは「県内資材の活用」

において指定資材がない場合、第２－１a号様式の自己評価の欄は「技能士等の活用」では『指

定無し』、「県内資材の活用」では『指定資材無し』を選択してください。 

（『（未選択）』のままにした場合、得点結果に加点されません。） 

 

 試行の説明資料・総合評価提出様式集等は、技術管理課ウェブサイトをご参照ください。 

https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/127/23448.html 

（組織で探す > 土木建築部 > 技術管理課 > 総合評価方式による競争入札・トップページ） 


